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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  構造物基礎と構造物との間に配される免

震装置であって、免震装置は積層ゴム体と空気ばね装置

とを具備し、空気ばね装置は、高圧空気を封入する偏平

状の可撓性金属管からなる免震装置。

【請求項２】  可撓性金属管を複数個垂直方向に積層し

てなる請求項１に記載の免震装置

【請求項３】  可撓性金属管を複数個水平方向に並置し

てなる請求項１又は２に記載の免震装置。

【請求項４】  可撓性金属管の内部は、コンプレッサが

接続された補助タンク内部に連通されている請求項１か

ら３のいずれか一項に記載の免震装置。

【請求項５】  可撓性金属管の内部と補助タンク内部と

の間には、バルブが介在している請求項４に記載の免震

装置。

【請求項６】  構造物に与えられる振動を検出する振動

検出手段と、この振動検出手段からの検出信号によりバ

ルブの開度及びコンプレッサの作動のうち少なくとも一

方を制御する制御手段とを具備して請求項５に記載の免

震装置。

【請求項７】  バルブは、オリフィス機能を有している

請求項５又は６に記載の免震装置。

【請求項８】  可撓性金属管は、チタン合金製である請

求項１から７のいずれか一項に記載の免震装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、地震等の地殻変動によ

る建物等の構造物に与える振動を低減して、構造物を振

動から保護し、特に三次元免震を可能にする免震装置に

関する。
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【０００２】

【従来の技術】構造物を振動から保護する免震装置とし

ては、例えば特開平２－４７４７７号公報に記載のよう

に、ゴム板及び金属板を交互に積層した積層ゴム体とゴ

ム膜を設けた空気ばねとを用いたものが知られている。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】ところで上記公報記載

の免震装置は、ゴム膜を設けた空気ばねを使用し、加わ

る重量が比較的小さい床に生じる振動を免震、除振しよ

うとするものであるため、これを、建物等のように大き

な重量が加わる構造物自体の免震装置として適用する

と、ゴム膜の極度の変形が生じ、実質免震機能を達成し

ない虞がある。一方、大きな荷重を支えても変形が生じ

ないようにして免震機能を得ようとすると、大きなゴム

膜を設けた空気ばねを必要とし、免震装置自体の設置場

所がかなり大きなものとなる。

【０００４】本発明は、前記諸点に鑑みてなされたもの

であって、その目的とするところは、地震等の地殻変動

による建物等の構造物に与える振動を低減して、建物等

のように大きな重量が加わる構造物自体をも振動から効

果的に保護することができる上に、大きな設置場所を必

要としない免震装置を提供することにある。

【０００５】

【課題を解決するための手段】本発明によれば前記目的

は、構造物基礎と構造物との間に配される免震装置であ

って、免震装置は積層ゴム体と空気ばね装置とを具備

し、空気ばね装置は高圧空気を封入する偏平状の可撓性

金属管からなる免震装置によって達成される。

【０００６】本発明において積層ゴム体としては、積層

ゴムと積層ゴムの中央に配された円柱状鉛とを具備した

鉛入りの積層ゴム体でも、積層ゴムのみからなる単なる

積層ゴム体でもよく、更には、積層ゴム体の各ゴムを高

減衰ゴムから製造したものであってもよい。

【０００７】本発明の好ましい例では、可撓性金属管は

複数個垂直方向に積層されると共に、水平方向にも複数

個並置されるが、複数個垂直方向に積層されているだけ

でも、或いは、水平方向に複数個並置されているだけで

もよい。細長い可撓性金属管を複数個垂直方向に積層し

かつ複数個水平方向に並置する場合、隣接する層の可撓

性金属管を、同方向に配列しても、或いは、格子状に配

列してもよい。

【０００８】本発明においては、可撓性金属管の内部

を、コンプレッサが接続された補助タンク内部に連通さ

せてもよく、この場合、好ましくは可撓性金属管の内部

と補助タンク内部との間にバルブ、好ましくはオリフィ

ス機能を有しているバルブを介在させる。そしてこのよ

うな免震装置において、構造物に与えられる振動を検出

する振動検出手段と、この振動検出手段からの検出信号

によりバルブの開度及びコンプレッサの作動のうち少な

くとも一方を制御する制御手段とを設けると、免震機能

を、振動の大きさ（加速度、速度又は振幅）又は振動の

減衰程度に対応して可変とし得、言わばアクティブな免

震装置とし得るので、好ましい。本振動検出手段は、構

造物に与えられる振動を検出するため、地殻自体に設け

てもよいが、積層ゴム体、空気ばね装置、構造物基礎又

は構造物に設けてもよい。振動検出手段としては、加速

度検出器、速度検出器又は振幅検出器のいずれであって

もよく、達成しようとする免震機能に対応して適宜選択

するとよい。

【０００９】可撓性金属管は、チタン合金製（Ｔｉ－６

Ａｌ－４Ｖ又はＴｉ－３Ａｌ－２．５Ｖ等）製、アルミ

合金製（超塑性タイプ７４７５等）又は鉛－アルミ合金

製のいずれかであることが好ましく、特にチタン合金製

が好ましい。更に可撓性金属管の肉厚としては、１ｍｍ

以下～０．２ｍｍ程度が好ましく、また一層構造のもの

でもよいが、二層構造以上多層構造のものでもよい。

【００１０】

【作用】本発明による免震装置では、積層ゴム体によっ

て横方向の振動を効果的に低減し、高圧空気を封入した

偏平状の可撓性金属管は、縦方向の振動を効果的に低減

し、而して三次元免震を可能にする。そして可撓性金属

管は、ゴム膜を設けた空気ばねと比較して、数百倍の耐

圧性を有するため、大きな荷重を、大きな設置場所を必

要としないで支持し得る。

【００１１】次に本発明を、図に示す好ましい具体例に

基づいて更に詳細に説明する。本発明はこれら具体例に

何等限定されないのである。

【００１２】

【具体例】図１から図６において、本例の免震装置１

は、構造物基礎２と構造物３との間に配され、積層ゴム

体４と空気ばね装置５とを具備し、空気ばね装置５は、

高圧空気を封入した偏平状の可撓性金属管６を水平方向

に複数個並置されて垂直方向に複数個積層してなる。

【００１３】積層ゴム体４は、下部円板１１と上部円板

１２との間に、環状ゴム円板１３と環状金属円板１４と

を交互に積層してなる積層ゴム１７と、下部円板１１と

上部円板１２との間であって、積層ゴム１７の中央部に

配された円柱状鉛１８とを具備し、下部円板１１が図示

しないアンカーボルトにより構造物基礎２に取り付けら

れている。上部円板１２は、空気ばね装置５と積層ゴム

体４との間に配された剛性の介在部材１５にボルト締め

されている。

【００１４】本例の可撓性金属管６のそれぞれは、肉厚

０．５ｍｍのチタン合金製であって、中央に偏平部２１

を、偏平部２１の両端に円管部２２及び２３を夫々有し

ており、所定の間隔をもって水平方向に８個互いに平行

に並置されて、垂直方向に５個互いに接触して積層され

て介在部材１５上に載置されている。

【００１５】可撓性金属管６の最上層の上に載置された

上座矩形板３１は、ボルト３２により構造物３に取り付

特許第３２８７０９０号(2)
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けられている。上座矩形板３１の下面には、補強部材３

３により補強された規制板３４が、空気ばね装置５を取

り囲んで溶接等により取り付けられている。

【００１６】本例では可撓性金属管６の一端２２は支管

４０を介して集合管４１に連結されており、集合管４１

は、オリフィス機能を有するバルブ４２、給排管４３及

び補助タンク４４を介してコンプレッサ４５に接続され

ている。可撓性金属管６の他端も同様に支管、集合管、

オリフィス機能を有するバルブ、給排管及び補助タンク

４４を介してコンプレッサ４５に接続されている。

【００１７】以上のように構成された免震装置１では、

地震等の地殻変動に基づく構造物基礎２の水平振動成分

は、復元力を有する積層ゴム体４の剪断的変形により構

造物３へ伝達されなくなり、また仮に構造物３に伝達さ

れたしても積層ゴム体４の剪断的変形により低減される

一方、地震等の地殻変動に基づく構造物基礎２の垂直振

動成分は、積層された可撓性金属管６からなる空気ばね

装置５によって構造物３へ伝達されなくなる。また本例

の免震装置１では、可撓性金属管６のそれぞれの内部が

オリフィス機能を有するバルブ４２を介して補助タンク

４４内に連通されているため、構造物基礎２の垂直振動

成分は、バルブ４２を通過する際の空気の移動抵抗によ

り好ましく減衰される。

【００１８】なお、空気漏れなどにより可撓性金属管６

の内圧が所定値よりも減少した場合には、コンプレッサ

４５を動作させ、可撓性金属管６の内圧を所定値に維持

するとよい。

【００１９】そして免震装置１の空気ばね装置５は、高

圧空気を封入した偏平状の可撓性金属管６を水平方向に

も複数個並置して垂直方向に複数個積層してなるもので

あるため、大きな荷重をも十分に支えることができ、可

撓性金属管６自体が膨らんで免震機能を達成しなくなる

ことがない。また、本例のように偏平状の可撓性金属管

６を水平方向にも複数個並置して空気ばね装置５を形成

すると、一つの可撓性金属管６に損傷、空気漏れ等が生

じても、残りの可撓性金属管６により構造物３を支持し

得ると共に免震機能の低下もそれほど生じなく、極めて

フェールセーフな免震装置を提供し得る。

【００２０】なお上記例では、可撓性金属管６を水平方

向にも複数個並置して空気ばね装置５を形成したが、こ

れに代えて、水平方向に関して比較的大きな面積を有す

る偏平な可撓性金属管６を垂直方向にのみ積層して空気

ばね装置を形成してもよい。

【００２１】更に図５に示すように、構造物３に与えら

れる振動を検出する振動検出手段５１と、振動検出手段

５１からの検出信号によりバルブ４２の開度を制御する

制御手段５２とを設けて、構造物３に生じる振動が可及

的速やかに低減されるように、バルブ４２の開度を制御

してバルブ４２を通過する際の空気の移動抵抗を変える

ようにしてもよい。この際、コンプレッサ４５の作動を

振動検出手段５１からの検出信号により同様に制御して

もよい。

【００２２】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、地震等の

地殻変動による建物等の構造物に与える振動を低減し

て、建物等のように大きな重量が加わる構造物自体をも

振動から効果的に保護することができる免震装置を提供

することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に従う好ましい一具体例の一部断面斜視

図である。

【図２】図１に示す一具体例の一部平面図である。

【図３】図２に示すＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。

【図４】図２に示すＩＶ－ＩＶ線断面図である。

【図５】図１に示す具体例を構造物基礎と構造物との間

に配した概略図である。

【図６】図１に示す具体例に用いられている可撓性金属

管の拡大斜視図である。

【符号の説明】

１  免震装置

２  構造物基礎

３  構造物

４  積層ゴム体

５  空気ばね装置

６  可撓性金属管

【図２】 【図３】
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【図１】 【図４】

【図５】 【図６】
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